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第１章 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

１．基本的な考え方 

 （１）策定の趣旨 

女性の抱える問題が多様化、複雑化している中、支援を必要とする女性

が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を  

包括的に提供し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与 

することを目的として、令和 4 年 5 月 19 日に困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する法律（令和 4 年法律第 52 号）（以下、「法」という。）が 

成立した。 

また、令和 5 年 3 月 29 日には、「困難な問題を抱える女性への支援の

ための施策に関する基本的な方針」（令和 5 年 3 月 29 日厚生労働省告示

第 111 号）（以下、「基本方針」という。）が公示された。本計画は、法や

基本方針の内容を受け、困難な問題を抱える女性の福祉の増進及び自立

に向けた施策を総合的かつ計画的に展開し、個々の支援対象となる女性

に対して効果的に機能することを目指すために策定するものである。 

 

 （２）計画の位置付け 

法第 8 条第 1 項に基づき策定するものである。 

 

 （３）計画の期間 

令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年間とする。 

 

２．現状及び課題 

 （１）現状 

○ 女性相談支援センター（旧婦人相談所）の利用者の状況等 

県内の女性相談支援センター（旧婦人相談所）については、令和 5 年 

4 月 1 日時点で女性サポートセンターの 1 か所を設置している。 

令和 4 年度中に電話相談を利用した女性は 3,301 人（実人員）と   

なっており、相談内容は配偶者からの暴力が約 4 割、年齢が判明して  

いる相談者の年代は 30 代から 50 代が約 4 割となっている。 

一方、来所相談を利用した女性は 42 人となっており、相談内容は   

配偶者からの暴力が 9 割を超えており、相談者の年代は 20 代から 30 代

が約 6 割となっている。 

また、令和 4 年度中に一時保護された女性は 78 人、その同伴家族は  

90 人となっており、保護理由は配偶者からの暴力が約 9 割、保護対象者

の年代は 20 代から 30 代が約 6 割、同伴家については幼児が約半数と  
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なっている。 

なお、令和 4 年度中に一時保護されたもののうち一時保護委託の件数

は 6 件となっている。 
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〇アウトリーチ等を行っており、協働が可能な民間支援団体の状況等 

県内でアウトリーチ等により困難な問題を抱える女性への支援に取り

組んでおり、県との協働が可能な民間支援団体は、令和 5 年 4 月 1 日時

点で 1 団体となっており、10 代を中心とした若年女性や妊産婦等を対象

として、相談支援や居場所の提供、訪問支援といった事業を行っている。 

令和 4 年度に当該民間支援団体で対応した相談について、その内容は

家庭に関する問題が多く、相談者の年代は 10 代から 20 代が約 8 割とな

っている。また、居場所の提供を行ったケースは 213 件であり、対象者の

年代は 10 代及び 20 代が大半を占め、支援が必要となった理由は家族関

係の不調等である。 

 

〇民間支援団体等へのヒアリングによって把握した状況等 

 困難な問題を抱える女性の中には、精神や身体等を傷つけられて 

いる状況にあることや、過去の生活体験等により自ら助けを求め 

にくく、潜在化しやすく、支援対象として見えてこない女性もおり、

特に若年女性は、既存の支援が届きにくい場合がある。 

 一時保護を実施している女性サポートセンター等では、携帯電話等

の通信機器の使用を制限していることから、女性が入所をためらう

ケースが多い。 

 女性自立支援施設への入所は行政機関経由に限られており、利用し 

づらい。 

 関係機関・団体間で、相互の情報共有や連携が十分にできず、支援

の限界を感じている。 

 心理等の専門知識をもつ人材の確保・育成が難しい。 

 10 代から 20 代の妊婦は、親との関係性が悪く、家庭が機能して  

いないことにより、妊娠・離婚の問題を相談できず、適切な    

サポートを受けられないまま孤立している場合がある。家族が支援

を放棄した事例では、本人が自力でセーフティネットにつながる 

ことが難しく、安易に男性に頼る傾向がある。 

 未婚のまま妊娠・出産した女性は、支援を拒否し、困窮している  

傾向がある。 

 外国人女性は、言葉や家族観、文化の違い、育成歴等が影響し、   

本人が困難な状況におかれているという自覚に乏しい傾向がある。 

 女性相談支援員は、多くが非正規雇用であり、雇用の不安定さから

人材が定着しづらい。 

 市町村のＤＶ対策担当部署を介さないと民間シェルターとやり取り
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できず、民間シェルターとの連携がしづらい。 

 緊急時に迅速な対応ができるよう、支援機関が相互に顔の見える 

連携を行う必要がある。 

 

〇その他相談機関の状況等 

県では、女性サポートセンター、男女共同参画センター、各健康福祉 

センターの計 15 か所を配偶者暴力相談支援センターと位置付けている。 

市町村においては、千葉市、市川市、野田市、船橋市、我孫子市の 5 市

が配偶者暴力相談支援センターの機能を整備しており、県と市町村を 

合わせ県内 20 の配偶者暴力相談支援センターが設置されており、これは

全国で 4 番目に多い設置数である。 

また、県では、制度の狭間や複合的な課題を抱えた方など地域で生き 

づらさを抱えた方に対して、24 時間 365 日体制で、分野横断的に、    

包括的な相談支援・関係機関へのコーディネート・権利擁護等、広域的で

専門性をもった寄り添い支援を行う「中核地域生活支援センター」を県内

に 13 か所設置している。 

 

 （２）課題 

県内で活動する民間支援団体からの聞き取り結果等によると、困難な 

問題を抱える女性への支援をめぐっては以下のような課題がある。 

 

〇困難な問題を抱える若年女性への支援体制づくり 

若年女性は、既存の支援が届きにくい場合があることから、それぞれの

置かれた状況に合わせて適切な支援を活用できる体制づくりが必要で 

ある。 

 

〇一時保護における対応の検討 

一時保護を実施している女性サポートセンター等では、携帯電話等の

通信機器の使用を制限していることから、女性が入所をためらうケース

が多い。 

そこで、一時保護において、支援対象者の個々の緊急性を判断した上で、

携帯電話等の通信機器の一時的な使用を個別に認めるなど、柔軟な対応

が必要である。 

 

〇関係機関・団体等の情報共有等の体制づくり 

民間支援団体からは、他の関係機関・団体等との連携が十分に取れず、
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支援に限界を感じるとの声が聞かれている。 

そのため、関係機関・団体間で、相互に情報共有し、支援対象者の状況

に応じた適切な支援を提供できる体制づくりが必要である。 

 

〇支援に関わる人材の育成・資質向上 

心理等の専門知識をもつ人材の確保・育成が難しく、また、すでに支援

に関わっている人材も高齢化が進み、後継者の確保も難しい現状がある。 

そこで、支援に関わる民間支援団体職員や女性相談支援員等を対象と

した研修を充実させ、人材の育成・資質向上を図る必要がある。 

 

〇女性自立支援施設の活用 

女性自立支援施設への入所は行政機関経由に限られており、利用し 

づらいため、効果的な活用のため、入所手続きに係る検討が必要である。 

 

〇外国人女性からの相談への対応 

外国人女性は、言葉や家族観、文化の違い、育成歴等が影響し、本人が

困難な状況におかれているという自覚に乏しい傾向があるため、そう 

いった特性にも対応した相談支援が必要である。 

 

〇女性相談支援員の定着 

困難な問題を抱える女性への支援については、長期的な支援が必要な

場合もあり、支援対象者と継続的な信頼関係を構築することが重要で 

あるが、女性相談支援員の多くが非正規雇用であり、雇用の不安定さから

人材が定着しづらい。 

支援の継続性の確保等のため、女性相談支援員について適切な処遇を

行い、人材の確保に努める必要がある。 
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第２章 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項 

１．困難な問題を抱える女性への支援の内容 

 （１）アウトリーチ等による早期の把握 

〇困難な問題を抱える若年女性へのアウトリーチ事業〔児童家庭課〕 

夜間に繁華街等を車で巡回し、日用品や食品等を配布することにより、

若年女性が気軽に立ち寄れる場を提供し、困難な問題を抱える女性を 

早期に把握する。 

 

 （２）居場所の確保 

〇困難な問題を抱える若年女性への居場所の提供〔児童家庭課〕 

アウトリーチで把握した若年女性等が気軽に立ち寄り、自身の悩み等

を話したり、同様の境遇にある他の女性たちと交流したりできる場を 

提供し、専門機関への相談につなげていく。 

 

 （３）相談支援 

〇中核地域生活支援センター事業〔健康福祉指導課〕 

児童・高齢者・障害者といった対象者種別にとらわれず、福祉全般に 

わたる相談に 24 時間 365 日体制で応じ、速やかに適切な機関への連絡 

調整を行う。 

 

〇生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業〔健康福祉指導課〕 

生活困窮者(女性含む)に対して幅広く対応する相談窓口を設置し、 

本人の自立までを継続的に支えていく相談支援や包括的な支援の計画の

策定を実施する。 

※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。 

 

〇いのち支える電話相談事業・いのち支えるＳＮＳ相談事業 

〔健康づくり支援課〕 

こころの不安や自殺に関する相談に対応するため、厚生労働省が運用

する「こころの健康相談統一ダイヤル」として、専門の相談員が、県民  

からの当該電話相談に応じる。また、ＳＮＳを通じて、専門の相談員が、

県民からの当該相談に応じる。 

 

〇困難な問題を抱える若年女性のための相談及び面談〔児童家庭課〕 

アウトリーチで把握した若年女性等の様々な悩みや直面する課題に 

対応するため、電話やメール、ＳＮＳ等による相談や、必要に応じて面談
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を実施する。 

 

〇にんしんＳＯＳちば〔児童家庭課〕 

予期しない妊娠など、様々な事情から妊娠出産に不安や悩みを抱える

女性からのＳＯＳに対し、電話やメール等を活用した相談しやすい環境

を整えるとともに、相談から適切な支援機関につなげることにより、安心

して出産できる相談支援体制の整備を図る。 

 

〇女性のための総合相談〔男女共同参画課（男女共同参画センター）〕 

男女共同参画の推進拠点及び配偶者暴力相談支援センターとして、 

男女共同参画センターにおいて、女性が抱える様々な悩みや問題に対し、

相談者自身が自らの力で解決していけるように支援するため、電話相談、

面接相談及びカウンセリングを実施する。 

また、弁護士による法律相談（月１回）、精神科医によるこころの相談

（月１回）を実施する。 

 

〇多様なケースに応じた相談への対応 

〔男女共同参画課（男女共同参画センター）、児童家庭課（女性サポートセンター）〕  

 各配偶者暴力相談支援センターにおいて、様々な困難な問題を抱える

女性からの相談に応じる。 

 女性弁護士による法律相談（月 2 回）、女性精神科医による心と   

からだの健康相談（月 1 回）を実施する。 

 外国人に対して、必要に応じて、派遣による通訳で対応するとともに、

市町村等と連携して、支援の充実を図る。 

 

〇性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける  

相談                     〔くらし安全推進課〕 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、 

被害者の方の心身の負担軽減と健康回復をサポートするための電話相談、

面接相談、医療支援、カウンセリング、法律相談などの支援を実施する。 

 

〇犯罪被害者等のための総合的対応窓口の設置及び効果的な活用 

〔くらし安全推進課〕 

犯罪被害者等に関する総合的対応窓口を設置するとともに、市町村 

及び県の関係機関の連絡会議を行い、情報共有や意見交換等を取り入れ、

効果的な施策推進を促す。 
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〇性犯罪被害相談電話（♯８１０３）事業〔県警本部警務課〕 

性犯罪被害者等が相談しやすい環境を整備するため、各都道府県警察

の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「♯８１０３」を導入して

いる。 

 

 （４）一時保護 

〇生活困窮者自立支援法による一時生活支援事業〔健康福祉指導課〕 

住居を持たない生活困窮者(女性含む)に対して、宿泊場所、食事、衣類

等を３か月（最長６か月）提供し、その間、生活支援、相談支援、居住  

支援等を行う。 

※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。 

 
〇多様なケースに応じた一時保護〔児童家庭課（女性サポートセンター）〕 

外国人、妊婦、同伴児童を抱える女性等、様々な困難な問題を抱える 

女性の状況に応じた適切な一時保護を実施する。また、携帯電話等の通信

機器の一時的な使用を認めるなど、柔軟な対応を行う。 

 

 （５）被害回復支援 

〇困難な問題を抱える女性の自立に向けた支援 

〔男女共同参画課（男女共同参画センター）、児童家庭課（女性サポートセンター）、各健康福祉センター〕  

男女共同参画センター、女性サポートセンター及び各健康福祉   

センターにおいて、困難な問題を抱える女性の自立に向けた様々な問題

について、本人の意志や状況に応じて必要な情報を提供し、市町村や関係

機関が行う支援につなげていく。 

 

〇性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける  

相談                     〔くらし安全推進課〕 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、 

被害者の方の心身の負担軽減と健康回復をサポートするための電話相談、

面接相談、医療支援、カウンセリング、法律相談などの支援を実施する。

【再掲】 

 

〇警察における総合的な犯罪被害者支援の推進〔県警本部警務課〕 

「犯罪被害者者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する

法律」、「千葉県犯罪被害者等支援条例」及び「千葉県警察犯罪被害者支援

基本計画に基づき、被害者の立場に立った総合的な支援活動を推進する。 
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 （６）同伴児童への支援 

〇生活困窮者自立支援法による子どもの学習・生活支援事業 

〔健康福祉指導課〕 

生活保護世帯を含む生活困窮世帯(女性含む)の子どもに対し、学習に

関する支援や相談を行い、高校進学等に向けた学力の向上を図るととも

に、生活習慣の改善に関する助言等の生活支援を実施する。 

※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。 

 

 （７）自立支援 

〇自立支援講座の実施〔男女共同参画課（男女共同参画センター）〕 

ＤＶ被害者が自分らしい生活を取り戻せるよう法律や就職講座など 

自立を支援する講座を実施する。 

 

〇生活困窮者自立支援法による家計改善支援事業〔健康福祉指導課〕 

生活困窮者世帯(女性含む)の収支について、家計表の活用や出納管理

の支援など家計の視点から必要な情報提供やアドバイスなどを行い、 

家計管理の能力向上を図り、生活週間の改善に関する助言等の生活の 

支援を実施する。 

※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。 

 
〇生活困窮者自立支援法による就労準備支援事業〔健康福祉指導課〕 

直ちに就労することが困難な生活困窮者(女性含む)に対し、職業訓練

や就労体験の場を提供するなど、就労に向けた支援を実施する。 

※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。 
 

〇生活困窮者自立支援法による住居確保給付金〔健康福祉指導課〕 

離職等により住宅を失った人又は失うおそれのある人(女性含む)に 

対して、一定期間家賃相当額を支給する。 

※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。 

 
〇生活福祉資金貸付制度〔健康福祉指導課〕 

収入の減少や失業等により生活に困窮する世帯(女性含む)に対し、 

経済的自立に必要な資金の貸付制度（千葉県社会福祉協議会が実施）に 

ついて、相談支援機関と連携して周知を行うなど、効果的な支援ができる

よう努める。 

※県は県社協の事務費に対して補助。 
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〇女性自立支援施設の効果的な活用〔児童家庭課〕 

困難な問題を抱える女性の入所・保護、医学的・心理的な援助、自立の

促進のための生活支援を女性自立支援施設への委託により実施すること

により、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図る。 

また、女性自立支援施設の効果的な活用のため、入所に係る新たな仕組

みづくりについて検討を行う。 

 

〇県営住宅管理事業〔住宅課〕 

ＤＶ被害者や母子・父子世帯等、生活困窮等の困難な問題を抱える女性

を含む世帯に対し、県営住宅の応募において優遇措置を行う。 

 

 （８）困難な問題を抱える女性への支援を行う人材の育成・資質向上 

〇ＤＶ職務関係者等研修の充実〔児童家庭課〕 

 ＤＶ・児童虐待職務関係者研修を新任者対象（基本・応用）と経験者

対象にて実施する。 

 ＤＶ被害者等の自立支援に必要な法的知識や就職支援のノウハウに

ついての自立支援スキルアップ研修を行う。 

 困難事例への対応方法などを学ぶ被害者支援スキルアップ研修を 

行う。 

 ＤＶによる子どもへの影響に関する研修を実施する。 

 

〇スーパービジョンの実施〔男女共同参画課（男女共同参画センター）〕 

連携する関係機関の相談員等の資質の向上を図るため、相談事例の 

対応方法について外部の専門家からの助言・指導を受けるスーパー  

ビジョンを実施する。 

 

〇犯罪被害者等の施策担当者全体のスキルアップ〔くらし安全推進課〕 

各機関の連携強化と窓口対応職員のスキルアップのための研修会を 

開催する。犯罪被害当事者の遺族講演や他機関との意見交換等を取り 

入れるなど、実践的な内容の研修とする。 

 

 （９）教育・啓発 

〇ＤＶ防止に関する広報・啓発〔児童家庭課〕 

自ら助けを求めづらい外国人ＤＶ被害者に対し相談窓口を周知する 

ため、「やさしい日本語」によるＤＶ相談カード及びリーフレットを作成・

配布する。 
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〇心のバリアフリー推進事業〔健康福祉政策課〕 

 すべての人が自分らしい生き方のできる社会を実現し、差別意識や 

偏見をもたない“心のバリアフリー”を達成するための人権啓発の 

一環として、県の人権施策や相談窓口を掲載した人権啓発パンフ  

レットを作成し、配布する。 

 「ユニバーサル社会」を実現させるため、性的少数者等の人権に関し

て、講演会、研修会等を行い、重点的な啓発を実施する。 

 ＬＧＢＴなど性的少数者への対応など新たな人権問題に関する相談

に的確に対応するため、県や市町村等の行政職員を対象とした研修会

を実施する。 

 子どもの人権をめぐる問題は複雑化・深刻化しており、更なる啓発が

求められることから、県や市町村等の行政職員を対象とした研修会を

実施する。 

 

〇学校人権教育研究協議会の開催〔教育庁児童生徒安全課〕 

県内の公立幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高

等学校における人権教育に関する諸問題について、研究協議を行い、人権

教育の推進、充実を図る。 

 

 （１０）その他 

〇住宅セーフティネット制度〔住宅課〕 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録、居住支援法人の指定

を行い、ホームページ等で情報提供を行う。 

 

〇千葉県すまいづくり協議会居住支援部会〔住宅課〕 

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」 

第 51 条の規定による県の居住支援協議会。住宅確保要配慮者の民間賃貸

住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について、市町村及び関係

団体と協議を行う。 

 

２．支援の体制 

関係する機関は、ケース支援やケース検討会議を通じ、日頃から相互に情報

を共有し、それぞれの機関・団体の支援についての考え方や特徴について理解

を深めることで、連携・協働の体制を強化していくことが重要である。 
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 （１）三機関の連携体制  

女性相談支援センター、都道府県及び市町村の女性相談支援員、女性  

自立支援施設の三機関は、困難な問題を抱える女性への支援の中核の機関

である。これらの三機関の間で、定期的な意見交換の実施により、日常的な

連携関係を深めるよう努める。 

県及び市町村の女性相談支援員又は女性相談支援センターでの相談の 

受付から女性相談支援センターにおける一時保護、女性自立支援施設への

入所、地域生活への移行、地域生活の継続の支援まで、近隣の地方公共団体

における各機関も含む三機関による連携により、包括的・継続的な支援を

行う。 

また、女性自立支援施設への入所に際しては、一時保護を前置すること

は制度上必須ではなく、必要に応じ女性相談支援センターで入所決定  

手続きを行い、一時保護を経なくとも直接女性自立支援施設に入所し、  

三機関による情報連携のもとで支援が受けられる体制を整備する。また、

女性自立支援施設への入所に際しては、施設への直接の相談や、見学、体験

宿泊等を可能とすることを検討し、安心して利用しやすい配慮を行うよう

努める。 

なお、女性相談支援センターと女性自立支援施設においては、秘匿性の

高い者の一時保護等に重点が置かれがちであるが、それぞれの機能が十分

に発揮されるよう留意し、連携していく。 

 

 （２）民間団体との連携体制 

困難な問題を抱える女性への支援に関する施策を支援対象者に確実に 

届けるためには、独自の知見や経験、支援技術を持つ民間団体との協働が

重要であり、個人情報の適正な取扱いを確保した上で支援調整会議を活用

しつつ、行政機関による広範な分野の多様な支援施策と、民間団体による

支援のそれぞれの強みを生かした相互連携が重要である。 

一方、人材確保や運営資金の確保が困難な民間団体もあることや、民間

団体が少ない地域もあることから、県は、民間団体相互間で情報共有や  

意見交換、連携した支援ができるためのネットワークの構築に努めるとと

もに、各地域における支援の実質的な担い手となる人材育成の支援を行う。 

 

 （３）関係機関との連携体制 

支援対象者は、福祉、保健医療、子育て、住まい、教育その他、多岐に  

わたる分野における支援を必要としている場合が多く、三機関を中心と 

しつつ、行政の他の分野との連携も必要不可欠である。 
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支援対象者が確実に次の段階の支援へと繋がるためにも、地方公共団体

は、支援調整会議の場に関係機関が参画することによる連携体制の構築 

及び研修等を通じた日頃からの認識共有等に取り組む。 

本県においては、独自に中核地域生活支援センターを設置しており、  

広域的で専門性をもった寄り添い支援を提供する体制が既に整えられて 

いることから、困難な問題を抱える女性への支援に際しても、中核地域  

生活支援センターとの連携をより強化していく。 

また、特に支援対象者が児童を同伴している場合や、支援対象者本人が

児童養護の対象者である場合においても、的確なアセスメントを踏まえて

支援の方針が決定され、支援体制が整えられるよう、児童相談所や市町村

の児童福祉主管課等との協力が必要である。 

さらに性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害による心的外傷等を

抱えている者の場合は、同被害の対応について専門的な知見を有し、被害

直後からの支援を総合的に行う性犯罪・性暴力被害者のためのワン   

ストップ支援センター等の支援機関とも早期に連携し、心的外傷の被害 

回復支援に取り組みながら、日常生活の回復の支援等につなげていくこと

が重要である。 

  

 （４）配偶者暴力防止法に基づく施策との関係 

配偶者暴力被害者については、困難な問題を抱える女性として法の支援

の対象に含まれる者であり、女性相談支援センターは配偶者暴力相談支援

センターとしての役割も果たす。 

さらに、女性相談支援員は、配偶者暴力被害者の相談に応じ、必要な支援

を行う。女性自立支援施設は、配偶者暴力被害者の保護を行うことが   

できる施設として位置づけられている。 

配偶者暴力被害者については、加害者が探索することにより危害を加え

られる危険性が高いなどの特有の事情も踏まえつつ、配偶者暴力防止等法

及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する 

基本的な方針（平成25年内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示

第１号）を踏まえて支援を行う必要がある。配偶者暴力被害者である入所

者が居所の秘匿等を必要としていることが、他の入所者の自立に向けた 

社会生活等の活動に支障をきたす可能性もある等、法が配偶者暴力防止等

法よりさらに広範な者を対象としていることから生じる課題もある。 

県は、配偶者暴力被害者をはじめとする所在地の秘匿性の必要性が高い

場合と、地域に開かれた社会生活等が重要である場合とに対象を分けた 

上で、それぞれの支援に特化した施設の設置等、それぞれの課題を踏まえ



17 
 

た対応策や支援の在り方の検討に努める。 

 

 （５）支援調整会議 

困難な問題を抱える女性への早期の円滑かつ適切な支援について協議 

するため、支援調整会議を設置する。 

 

① 支援調整会議の設置・構成員等 

支援調整会議においては、構成員となる地方公共団体や法人の役職員 

又は役職員であった者、構成員となる個人又は構成員であった個人に  

対して罰則のある守秘義務を設け、支援を必要とする女性の個人情報を 

含む情報を共有できることとする。 

支援調整会議は、地域の支援関係者の連携等を深めるとともに、個別の

対象者について情報共有を行い、支援内容や支援の方向性の協議を行う 

ものである。 

支援調整会議の構成員としては、地方公共団体（都道府県・市町村）の 

女性支援担当部局、他の関連部局、福祉事務所、女性相談支援センター、 

女性相談支援センターから一時保護の委託を受けている者をはじめとする

民間団体、都道府県や市町村に配置されている女性相談支援員、地域の  

女性自立支援施設、困難な問題を抱える女性に関し、訪問や巡回、居場所の

提供、ＳＮＳ等を活用した相談支援やアウトリーチ、関係機関への同行等

の支援を実施している民間団体、配偶者暴力相談支援センター、児童相談

所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、中核地域 

生活支援センター、支援に関係する福祉関係機関、就労支援機関等が考え

られるが、必要に応じて、これに限らず適切な者を構成員とする。 

 

② 支援調整会議の目的・議論内容・構成等 

支援調整会議においては、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ

円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える

女性への支援の内容に関する協議を行う。その目的としては、 

ア 支援調整会議の構成員が地域における困難な問題を抱える女性の 

実態や、地域で活用できる資源を把握し、多機関間の連携強化を図る

とともに地域資源の創出、開発を進めること 

イ 支援対象者が個々に抱える問題や本人の意向、支援の実施における

留意事項を共有し、支援に関わる各機関の役割や責任及び連携の  

在り方を明確化すること 

ウ 個別ケースについての支援調整会議では、健康状態が許さない場合
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等の例外を除き本人の参画を得た上で、アセスメントを踏まえた支援

方針の決定等について協議し、本人の状況や意向等に合わせたより 

良い支援の選択肢を提供し本人が選択できるよう、様々な視点から 

検討し協議すること 

エ 行政機関と民間団体等が協働してあるいは平行して支援を行う際に、

個人情報の適正な取扱いを確保しつつ効果的な支援を行うため、支援

対象者についての情報を共有すること 

があげられる。 

 

③ 支援調整会議の招集や留意点等 

会議の主催者は県又は市町村が想定されるが、関係者においても必要と

考える場合は、主催者に開催を要請できるようにすること、状況に応じて

情報共有のための個別ケース検討会議を柔軟かつ機動的に開催することや、

調整を担当する者を例えば市町村等の女性相談支援員とする等、地域の実

情を踏まえつつ、特に緊急に新たな個別ケース検討会議を招集する必要が

ある場合等に関係機関間の連絡調整が円滑に進むようにすることが重要で

ある。 

また、地域の支援機関における支援に対する苦情の状況等も踏まえて 

実施体制の評価を行うとともに困難な問題を抱える女性への支援に係る 

関係機関の共通認識の醸成を図っていく。 

なお、支援調整会議で取り扱う個人情報については、個人情報の保護に

関する法律（平成15年法律第57号）及び行政機関の保有する情報の公開に

関する法律（平成11年法律第42号）の規定に基づいて取り扱われる必要が

あり、とりわけ、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなる情報や、特定の個人を識別する 

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する  

おそれがある情報の取扱い等について、十分に留意することが求められる。 
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 （６）教育・啓発 

県及び市町村は、女性が困難な問題を抱えた場合に相談できる窓口や 

活用できる施策について、積極的な周知に努めるとともに、自己が    

かけがえのない個人であること、困難に直面した場合は支援を受けること

ができること等という意識の醸成を図るため、女性支援担当部局及び教育

委員会等との連携による性暴力被害、性暴力や性的搾取等の加害防止等に

関する教育・啓発等に努める。また、女性支援施策に関する一般市民に  

対する教育・啓発、広報等に努める。 

 

 （７）人材育成 

県及び市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する研修を実施

し、女性相談支援センターの職員や女性相談支援員（都道府県・市町村）、

女性自立支援施設の職員、民間団体の職員等の専門的知識の習得及び資質

の向上を図るものとする。 

県及び市町村は、女性支援が自治体内の様々な部門に関係し得るもので

あることを踏まえ、男女共同参画や児童福祉等に関わる自治体職員に  

対しても、情報共有等を行い、女性支援に関連する部局間における理解を

促進する。 

また、県及び市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する  

職員等に対し適切な処遇を行い、人材の確保に努めることとする。 

また、民間団体の職員も含め、困難な問題を抱える女性への支援に   

関わる者が研修に参加しやすいよう、職場の配慮や職場環境の整備に  

努める。 
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第３章 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する

重要事項 

１．基本目標 

〇協働する民間支援団体数 

協働できる民間支援団体については、支援体制のさらなる拡充のため、

計画期間中の増加を目指す。 

 

〇基本計画策定市町村数 

本県の市町村については、法の規定により、基本方針に即し、かつ、  

本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への 

支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下、「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならないこととされている。 

市町村基本計画策定のため、県が必要に応じて支援を行い、策定市町村

数の計画期間中の増加を目指す。 

 

〇相談窓口の認知度 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に対する県民意識調査（令和  

2 年度第 1 回インターネットアンケート調査）によると、県内のＤＶ・ 

デートＤＶに関する相談窓口の認知度は、各警察署の相談窓口が 55.1％、

市町村の相談窓口が 51.1％、県男女共同参画センターが 36.4％、県女性

サポートセンターが 29.8％等となっている。 

各種相談窓口に関する効果的な広報を実施し、認知度の計画期間中の

上昇を目指す。 

 

２．基本計画の見直し 

基本計画の見直しに当たっては、見直し前に、基本計画に定めた施策の評価

を各施策実施所属において行い、当該評価により得られた結果をもとに、基本

計画の見直しを行うこととする。 

なお、本評価により得られた結果は公表する。 


